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都市づくり用語集 
 

 あ 行 
アクセス 
車、バス、鉄道、徒歩など、特定の場所へ到達す

るための手段。 
 
IC（インターチェンジ） 
複数の道路を連結路で接続する立体交差部分の

施設で、主に一般道と高速道路とを繋ぐ出入り口
を指す。 
 
NPO（NonProfit Organizaition） 
様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対

して収益を分配することを lb_toshi目的としない
団体の総称。NPO のうち、特定非営利活動促進法
に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目
的とし、同法の定めるところにより設立された法
人のことを NPO 法人という。 
 
SDGs（Sustainable Development Goals） 
「誰一人取り残さない（leave no one behind）」

持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通
の目標。2030年までの達成を目指す、17の目標
と 169のターゲットから構成されている。 
 
 か 行 
合併処理浄化槽 
台所や風呂の生活雑排水を、し尿とあわせて処

理できる浄化槽のこと。人口密度の比較的低い地
域では公共下水道と比べて設置費が安く、短期間
で設置できるため投資効果が確保し易い。（単独浄
化槽は、水洗トイレの排水だけを処理する浄化槽。） 
 
既存ストック 
既に整備されている道路、下水道などの都市基

盤施設や公共施設、建築物など。 
 
区域区分 
都市計画区域内に設定する、市街化区域と市街

化調整区域の区分。「線引き」とも言う。本町は未
設定（非線引き）。 

協働 
住民、事業者、NPO 等の各種団体、行政などが

各々の目的の実現にあたり、共通する取組や事業
について、対等な立場で役割や責任などを分担し、
協力して推進すること。 
 
建築協定 
住宅地としての環境または、商店街としての利

便を高度に維持増進するなどのため、土地所有者
等の全員の合意によって、建築基準法に決められ
た最低限の基準に加え、それ以上のきめ細かい基
準を定めて、互いに守りあっていくことを約束す
る制度。 
 
航空機騒音障害防止地区・防止特別地区 
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法に基づ

き、航空機の著しい騒音が及ぶ地域に定められる。
地区内における新たな学校、病院、住宅、保育所、
その他福祉施設等の建築について、防止地区では
防音上有効な構造とすることが義務付けられ、防
止特別地区では原則として禁止されている。 
 
コンパクト・プラス・ネットワーク 
国が進める重点施策で、人口減少・高齢化が進む

中、特に地方都市においては、地域の活力を維持す
るとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保
し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通
と連携した、コンパクトなまちづくりへの転換が
求められている。 
 
 さ 行 
里山 
都市部と原生的自然との中間に位置し、様々な

人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地
域。人里近くにあって人々の生活と結びついた山・
森林のこと。 
 
 
 
 



- 101 - 

市街地再開発事業 
都市再開発法に基づき市街地の土地の合理的か

つ健全的な高度利用と都市機能の更新を図るため
に、建築物及び建築敷地の整備と合わせて公共施
設の整備を行う事業。本町は未実施。 
 
自然的土地利用 
農地、山林、河川などの自然地。 

 
集約型都市構造 
都市の無秩序な拡散を抑制し、都市機能の集積

を促進する集約拠点とその他の地域を公共交通ネ
ットワークで有機的に連携させる都市構造。集約
型都市構造に転換することで、にぎわいのある歩
いて暮らせるコンパクトなまちづくりや、環境負
荷低減型の都市活動、効率的かつ効果的な都市整
備の実現が期待される。 
 
親水空間 
河川、湖沼、調整池などへの接近性（近づき易さ）

を高め、水に触れる、眺める、接するなどの人々が
水辺の景観や自然などに親しめる機能をもった空
間。 
 
生活利便施設 
銀行、郵便局、病院、スーパーマーケット、商店

など、住宅の周辺にある生活に必要な諸々の施設。 
 
 た 行 
地域地区 
都市計画法に基づく都市計画の種類のひとつで、

都市計画区域内の土地をその利用目的によって区
分し、建築物などについての必要な制限を課すこ
とにより、地域又は地区を単位として一体的かつ
合理的な土地利用を実現しようとするもの。 
 
地区計画 
住民の生活に身近な地区を単位として、安全で

快適は街並みの形成や良好な環境の保全などを目
的に、住民の意向を反映しながら、地区単位の整備
目標、土地利用、地区施設、建築物等の整備に関す
る方針や計画を、都市計画法に基づいて定めるも
の。 

低炭素まちづくり 
低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活

力ある国土づくりを推進する観点から、多くの温
室効果ガスが排出されている都市において、マイ
カー移動から公共交通への転換や自然エネルギー
の活用など、低炭素化の促進に配慮したまちづく
りを進めること。 
 
特定用途制限地域 
良好な環境の形成や保持のため、地域の特性に

応じて合理的な土地利用が行われるよう、地域環
境を阻害するような制限すべき特定の建築物等の
用途の概要を定めた地域。指定地域では、定められ
た用途については立地が制限される。本町は未指
定。 
 
都市機能 
人々が暮らすうえで必要となる、都市が持つ機

能。政治・行政機能、商業機能、交通・通信機能、
教育・文化・観光・娯楽機能、医療・福祉機能など
が含まれる。 
 
都市基盤 
道路や公園、上下水道など、都市の骨格を形成

し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保
持するための施設の総称。 
 
都市計画区域 
健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を

確保するという都市計画の基本理念を達成するた
めに、都市計画法その他の法令の規制を受けるべ
き土地として都道府県が指定した区域。本町は全
域が指定されている。 
 
都市計画区域マスタープラン 
正式には「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」と言う。市町村を超える広域的見地から、県
が都市計画法に基づいて策定するもので、都市計
画の目標や土地利用、主要な都市計画の決定の方
針等を体系的、総合的に示す計画。 
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都市計画道路 
都市計画において定められる都市施設の一つで、

自動車専用道路、幹線道路、区画街路、特殊街路の
４種類がある。 
 
都市施設 
都市の骨組みになる施設のことで、道路・駐車場

などの交通施設、公園・緑地・広場などの公共空地、
水道・電気供給施設・下水道などの供給施設・処理
施設等を指す。都市施設のうち、特に重要なもの
は、あらかじめその位置を都市計画で定めておく
ことができる。 
 
都市的土地利用 
住宅用地、商業用地、工業用地、運輸施設用地、

公共公益用地、オープンスペース（公園緑地、ゴル
フ場など）、その他の空地（駐車場、資材置場、造
成用地など）、交通用地など。 
 
土砂災害警戒区域・特別警戒区域 
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の

生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認め
られる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整
備が行われる。 
 
土地区画整理事業 
既成市街地などにおいて、公共施設の整備改善

と宅地の利用増進を目的として、換地手法を用い
て、土地の区画形質を整え、道路・公園等の公共施
設の新設・改良を行い、健全な市街地の形成や良好
な宅地の供給を行う事業。 
 
 な 行 
農業振興地域 
農業振興地域の整備に関する法律に基づいて都

道府県知事が定めるもので、自然的、経済的、社会
的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図る
ことが相当であると認められる地域。 
 
 
 
 
 

農業振興地域の整備に関する法律 
自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的

に農業の振興を図ることが必要であると認められ
る地域について、その地域の整備に関し必要な施
策を計画的に推進するための措置を講ずることに
より、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利
用に寄与することを目的として制定された法律で、
都道府県知事による農業振興地域の指定や市町村
による農業振興地域整備計画の策定などが位置づ
けられている。 
 
 は 行 
バリアフリー 
高齢者や障がい者などが生活や活動をするうえ

で障害となっている、道路や建物内の段差など、障
壁を取り除き、生活しやすくすること。 
 
防火地域・準防火地域 
市街地における火災の危険を防ぐため、容積率

の高い地域や住宅と工場の混在する地域などに指
定される地域。一定規模以上の建築物は耐火建築
物とすることが義務付けられるため、延焼防止な
ど地域の防災性向上が図られる。防火地域は、主と
して商業地域等の高密度の土地利用が行われる市
街地、準防火地域は、主として木造建築物の密集し
た市街地に指定される。本町は未指定。 
 
防災マップ（ハザードマップ） 
浸水被害、土砂災害等の災害に対して、各地域が

有する危険性を地図上に表示したもの。 
 
ポテンシャル 
新たなプロジェクト等の進捗に伴い、都市活力

が創出される「可能性のある」「潜在性のある」と
いう意味。 
 
 や 行 
ユニバーサルデザイン 
高齢者や身体障がい者という特定の人に限定せ

ず、また、あらゆる体格、年齢、障がいの度合いに
関係なく、できるだけ多くの人々が利用可能であ
るように製品、建物、空間等をデザインすること。 
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用途地域 
都市計画法に基づく地域地区の一種で、建築物

の無秩序な混在を防ぎ、良好な市街地環境の形成
や、都市内における住居、商業、工業などの適正な
配置による機能的な都市活動の確保を目的として、
建築物の用途、建ペい率、容積率、高さなどの規制、
誘導をする制度。 
 
 ら 行 
ライフライン 
生活・生命を維持するための水道・電気・ガス・

通信・食料など。 
 
立地適正化計画 
行政と住民や民間事業者が一体となってコンパ

クトなまちづくりを促進するため、2014年の都市
再生特別措置法の改正により制度化された、市町
村が策定する計画。都市計画法を中心とした従来
の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能
の誘導により、コンパクトシティ形成に向けた取
組を推進する。本町では未策定。 
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